
警察 

概ね1週間経過しても身元が判明せず、
生活に困窮している場合、生活保護の
適用について生活福祉課に相談する。 

     身元不明者支援のためのフロー図（現状） 

警察以外 

・一時保護施設へ保護の依頼 
・身元不明者本人からの聞き取り 
・東京都へ依頼  

生活福祉課相談支援係 

高齢者支援課 
 高齢者相談第一、第二係 

東京都 

身元不明高齢者等の保護依頼 

        生活保護申請 
           ⇓ 
生活保護の決定実施に必要な調査を行う。 
            
  

一時保護施設 

身元不明者（高齢者以外）の保護依頼 

 (資料５３－１） 



警察 

身元調査については、
引き続き行い、１か月
程度経過しても判明
しない場合、警察に
「身元不明迷い人台
帳」備え付け協力要
請書」を提出し、生活
福祉課にそのコピー
を渡す。 

     身元不明者支援のためのフロー図（今後） 

警察以外 

・一時保護施設へ保護の依頼 
・身元不明者本人からの聞き取り 
・東京都へ依頼  

生活福祉課相談支援係 

高齢者支援課 
 高齢者相談第一、第二係 

東京都 

身元不明者（高齢者以外）の保護依頼 

身元不明迷い人台
帳備付け協力要請

依頼 

        生活保護申請 
           ⇓ 
生活保護の決定実施に必要な調査を行う。 
       1か月～3か月程度経過しても判明しない場合、 「身元不明
迷い人台帳備付け要請書」を提出する。また、身元が判明した場合、警
察に連絡する。 
    ⇓ 

一時保護施設 

概ね1週間経過し
ても身元が判明せ
ず、生活に困窮し
ている場合、生活
保護の適用につい
て生活福祉課に相
談する。 

身元不明高齢者の保護依頼 


